
 

 - 1 -

平成２３年９月三木市教育委員会（臨時会）会議録 

 

◇ 日  時 

１ 開  会  平成２３年９月３０日（金）午後４時３０分 

２ 閉  会  平成２３年９月３０日（金）午後５時３５分 

 

◇ 場  所   三木市役所 ５階 教育長室 

 

◇ 会  議 

１ 開  会 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 選  挙 

選挙１ 教育委員長及び委員長職務代行者の選挙について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

 

◇ 会議に出席した者の職氏名 

教育委員  １番 教 育 委 員 長 里 見  俊 實 

２番 教育委員長職務代行者 水 島  慶 子 

３番 教 育 委 員 稲 見  秀 穂 

４番 教 育 委 員 井 口    徹 

５番 教育委員（教育長） 松 本  明 紀 

事 務 局     教 育 部 長 椿 原  豊 勝 

教 育 総 務 課 長 清 水  正 則 

教育総務課課長補佐 稲 岡    孝 

 

傍 聴 者     ０人 

 

◇ 会議内容 

１ 開  会 

里見委員長が、平成２３年９月三木市教育委員会臨時会の開会

を宣言した。 

 

里見委員長が、議事に先立ち、第３１０回三木市議会定例会に
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おいて稲見秀穂さんを教育委員会委員に任命することの議案が同

意され、平成２３年１０月１日付けで、藪本市長から任命辞令が

発令されたと報告した。 

 

２ 会議録署名委員の指名 

里見委員長が、本日の会議の会議録署名委員に、井口委員と松本教

育長を指名した。 

 

３ 選  挙 

里見委員長が、選挙１は、教育委員の人事に関する案件である

ことから、秘密会により審議することを諮り、全員一致で同意さ

れた。 

 

【選挙１】教育委員長及び委員長職務代行者の選挙について 

○ 清水教育総務課長が次のように説明した。 

９月３０日をもって、里見委員長及び水島委員長職務代

行者の任期が満了するため、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１２条並びに三木市教育委員会会議規則第

２条及び第３条の規定により、教育委員長及び同職務代行

者を選任いただくものである。 

なお、任期は平成２３年１０月１日から平成２４年９月

３０日までの１年間である。 

 

本選挙は、教育委員の人事に関する案件であるため、三

木市教育委員会会議規則第７条第１項ただし書きの規定に

より、秘密会として執行したため、内容については記載し

ない。 

 

選挙の結果、教育委員長に里見俊實委員を、委員長職務

代行者に水島慶子委員を選任することに決定した。 

 

里見委員長及び水島委員長職務代行者が就任の挨拶を行

った。 

 

○ 議席の決定 
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議席については、１番 里見委員長、２番 水島委員長

職務代行者、３番 稲見委員、４番 井口委員、５番 松

本教育長に決定する。 

 

４ そ の 他 

【協議事項７】教育委員会の会議の非公開の取扱について 

○ 清水教育総務課長が次のように説明した。 

教育委員会の会議は原則公開であるが、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第第１３条第６項及び三木市教育委員会

会議規則第７条第１項の規定により、秘密会とし、公開しない

ことができると規定されている。 

しかしながら、現状の対応では、会議当日にならないと公開、

非公開が判明しないため、傍聴者に御迷惑をかける場合がある。 

そこで、特に、政策形成過程の議題等については、可能な限

り事前に決定し、ホームページで周知できるようにしたい。 

そこでまず、１０月定例会に予定している歴史博物館及び図

書館の整備に係る案件の取扱について、その御決定をいただき

たい。 

なお、個人情報に係る議案や職員等の人事に関する議案は、

これまで同様、原則非公開として取り扱いたい。 

 

１０月定例会に協議を予定している歴史博物館及び図書館の

整備に係る案件については、秘密会により審議することが決定

された。 

 

５ 閉  会 

里見委員長が、平成２３年９月三木市教育委員会臨時会の閉会

を宣言した。 

 


